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6 月から乳幼児健康診査を再開します 
 

3 月から延期していた乳幼児健診を 6 月から再開します。 

新型コロナウイルス感染症対策「①換気を徹底すること、②人の密集を避ける

こと、③近距離での会話などを控えること」の 3 条件に留意して実施します。 

 

1 再開日程 

 日程 対象 

乳児健康診査 6月 24日（水） 令和元年 11月生まれ 42人 

1 歳 6 か月児健康診査 6月 11日（木） 平成 30年 8月生まれ 40人 

3 歳児健康診査 6月 12日（金） 平成 29年 2月生まれ 47人 

対象児には来所時間など個別にお知らせする。 

 

2 これまでの経緯 

3 月から新型コロナウイルス感染症拡大防止により乳幼児健診を延期してお

り、乳児健康診査は令和元年 11 月生まれ以降の乳児（129 名）、1 歳 6 か月児健

診は平成 30 年 8 月生まれ以降の幼児（111 名）、3 歳児健康診査では平成 29 年

2 月生まれ以降の幼児（124 名）が健診を受けられない状況であった。 

 

3 今後について 

3 月に受診予定であった対象者から順次健診を案内する。会場内の密集を避

けるため、複数月の対象者への案内は行わず、時期をずらしたまま実施してい

く。乳児健康診査については成長発達が著しい時期であるため、生後 4 か月頃

に健診が実施できるよう 7 月と 9 月に健診日を追加して実施予定である。 
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電話 0794-86-0900 
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